
日本史授業プリント中世１(026) 院政の開始 

 

後三条の改革 
 

１後三条   1068～72 摂関家を外戚としない→藤原頼通(前関白)・２教通
のりみち

(関白)兄弟と対立 

       →中下級貴族(受領層)が天皇のもとへ結集  学者・実務官僚の登用 

<例>３大江匡房
まさふさ

(儀式書『４江家
ごうけ

次第
しだい

』) 

 ５延久の荘園整理令[６1069] 

   (ａ)寛徳２年(←前々回の整理令)以後の新立荘園    停止 

   (ｂ)書類不備の荘園  (ｃ) 国務に支障のある荘園 

   ７摂関家を含め有力貴族・寺社も例外とせず→かなりの成果→天皇権威回復・摂関家に打撃 

 ８記録荘園券契所     (９記録所)設置[1069]   <例>岩清水
いわしみず

八幡宮
はちまんぐう

領 ３４→２１ 

    太政官に付属→10中央で統一的に整理 ※従来は国司任せ 

11内裏造営を計画…荘園公領区別なく全国一律に課税(12一国平均役) 

13宣旨
せ ん じ

枡
ます

  制定[1072]…枡の大きさを統一 
 

院政の始まり 
 

14白河   1072～86 後三条の子 摂関を外戚としない  ※後三年合戦(1083-87) 

151086．子の16堀河天皇(８歳)に譲位 →17上皇(院)として政治＝18院政の始まり 

院政の特徴 院政を行うのは天皇の父・祖父など19天皇家の家父長 ※｢20治天
ちてん

の君｣という 

      ※背景に婚姻形態の変化…婿取
むこと

りから嫁入りへ（男系重視） 

      「律令」外の存在 →法・慣例を無視できる →私的な専制政治 

 機 構 21院 庁
いんのちょう

 …政務機関 官人を22院司
いんし

という 

     23院庁下文
くだしぶみ

(公的・公文書)や24院宣  (私的・直接)を出す 

 支持層 主に25中下級貴族(受領層)…反摂関家勢力の結集 

     26院近臣   …院の側近 后妃や乳母の一族など <例>葉室顕隆
はむろあきたか

 

 軍事力  27北面の武士   (院の御所の北に置かれた警備の武士) 

 財源  ①受領層の28成功  ②院の29荘園  

③院の30知行国  (31分国  )…国の実権を特定の人物(→32知行国主)に与える制度 

                         国司の任免権や公領収入の大部分など 

 ☆三代約１００年が全盛 

   33白河院政[1086～1129]                            

→34鳥羽  院政[1129～56] 

→35後白河      院政[1158～79,81～92] 

 

院政関係系図          鳥羽院政 

              崇徳   二条 六条 

後三条 白河 堀河 鳥羽  後白河  高倉  安徳 

              近衛     後鳥羽 

[   月   日] 

３年   組   番            . 



院政と荘園 

（１）荘園の急増…特に36鳥羽院政期以降  ☆37院が最大級の荘園領主 

     <例> 38八条(女)院領   (39鳥羽院から皇女八条女院へ 100箇所→のち220箇所) 

      40長講堂領   (41後白河院から長講堂へ 90箇所→のち180箇所) 

（２）荘園の本格化…自立傾向も強まる 

  １１世紀後半以降、42領域型荘園(田地だけでなく村落や周囲の山川なども含める) が増加 

   43不輸・不入の一般化 →44不入は警察権の排除にまで拡大 

（３）公領(公田)の変化…国司による支配強化・再編成 ※延久の荘園整理が契機(きっかけ) 

 ①受領は交替の時のみ赴任 …現地には目代を派遣 

 ②公領は実質的には(国司に従う)地方豪族や開発領主が支配 ※古代の郡の境界線は無意味 

  →国司は彼らの勢力範囲ごとに公領を再編成（45郡・郷・保）し、 

   彼らを46郡司  ・郷司  ・保司  に任命して徴税を請け負わせる 

             ＜貴族層（都）＞    ＜武士豪族層（在地）＞      ＜農民層＞ 

 荘 園 

                                  
 公領(国衙領) 

 

☆公領も47実態は荘園と同じ…48国衙領   と呼ぶ（国司が領家、朝廷が本家にあたる 農民層は同じ） 

このような土地制度全体を49荘園公領制と呼ぶ。 

 ☆当時、50荘園と公領はほぼ半々 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時代順問題練習 <センター2008年Ｂ本試験より>   

Ⅰ②天皇が幼少のときには摂政，成人したのちには関白をおくことが通例となった。１０世紀  

Ⅱ③院の命令を伝える文書や院庁が出す文書が，荘園の認可などの国政に大きな効力をもつようになった。 

Ⅲ①天皇の側近として，天皇の命令をすみやかに太政官に伝える蔵人頭が設けられた。９世紀 ↑１２世紀 

本家 領家 名主 作人 

朝廷 国司 郡司・郷司・保司 名主 作人 目代 

預所・下司・公文など 



日本史授業プリント中世１(026) 院政の開始 

 

後三条の改革 
 

１後三条   1068～72 摂関家を外戚としない→藤原頼通(前関白)・２教通
のりみち

(関白)兄弟と対立 

       →中下級貴族(受領層)が天皇のもとへ結集  学者・実務官僚の登用 

<例>３大江匡房
まさふさ

(儀式書『４江家
ごうけ

次第
しだい
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 ５延久の荘園整理令[６1069] 

   (ａ)寛徳２年(←前々回の整理令)以後の新立荘園    停止 

   (ｂ)書類不備の荘園  (ｃ) 国務に支障のある荘園 

   ７摂関家を含め有力貴族・寺社も例外とせず→かなりの成果→天皇権威回復・摂関家に打撃 

 ８記録荘園券契所     (９記録所)設置[1069]   <例>岩清水
いわしみず

八幡宮
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    太政官に付属→10中央で統一的に整理 ※従来は国司任せ 

11内裏再建を計画…荘園公領区別なく全国一律に課税(12一国平均役) 

13宣旨
せ ん じ

枡
ます

  制定[1072]…枡の大きさを統一 
 

院政の始まり 
 

14白河   1072～86 後三条の子 摂関を外戚としない  ※後三年合戦(1083-87) 

151086．子の16堀河天皇(８歳)に譲位 →17上皇(院)として政治＝18院政の始まり 

院政の特徴 院政を行うのは天皇の父・祖父など19天皇家の家父長 ※｢20治天
ちてん

の君｣という 

      ※背景に婚姻形態の変化…婿取
むこと

りから嫁入りへ（男系重視） 

      「律令」外の存在 →法・慣例を無視できる →私的な専制政治 
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 …政務機関 官人を22院司
いんし

という 

     23院庁下文
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 支持層 主に25中下級貴族(受領層)…反摂関家勢力の結集 

     26院の近臣  …院の側近 后妃や乳母の一族など <例>葉室顕隆
はむろあきたか

 

 軍事力  27北面の武士   (院の御所の北に置かれた警備の武士) 

 財源  ①受領層の28成功  ②院の29荘園  

③院の30知行国  (31分国  )…国の実権を特定の人物(→32知行国主)に与える制度 
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 ☆三代約１００年が全盛 
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院政と荘園 

（１）荘園の急増…特に36鳥羽院政期以降  ☆37院が最大級の荘園領主 

     <例> 38八条(女)院領   (39鳥羽院から皇女八条女院へ 100箇所→のち220箇所) 

      40長講堂領   (41後白河院から長講堂へ 90箇所→のち180箇所) 

（２）荘園の本格化…自立傾向も強まる 

  １１世紀後半以降、42領域型荘園(田地だけでなく村落や周囲の山川なども含める) が増加 

   43不輸・不入の一般化 →44不入は警察権の排除にまで拡大 

（３）公領(公田)の変化…国司による支配強化・再編成 ※延久の荘園整理が契機(きっかけ) 

 ①受領は交替の時のみ赴任 …現地には目代を派遣 

 ②公領は実質的には(国司に従う)地方豪族や開発領主が支配 ※古代の郡の境界線は無意味 

  →国司は彼らの勢力範囲ごとに公領を再編成（45郡・郷・保）し、 

   彼らを46郡司  ・郷司  ・保司  に任命して徴税を請け負わせる 

             ＜貴族層（都）＞    ＜武士豪族層（在地）＞      ＜農民層＞ 

 荘 園 

                                  
 公領(国衙領) 

 

☆公領も47実態は荘園と同じ…48国衙領   と呼ぶ（国司が領家、朝廷が本家にあたる 農民層は同じ） 

このような土地制度全体を49荘園公領制と呼ぶ。 

 ☆当時、50荘園と公領はほぼ半々 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時代順問題練習 <センター2008年Ｂ本試験より>   

Ⅰ 天皇が幼少のときには摂政，成人したのちには関白をおくことが通例となった。 

Ⅱ 院の命令を伝える文書や院庁が出す文書が，荘園の認可などの国政に大きな効力をもつようになった。 

Ⅲ 天皇の側近として，天皇の命令をすみやかに太政官に伝える蔵人頭が設けられた。 
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